
認知症高齢者グループホーム

（注１）

介護職員総数の内、介護福祉士が６０％
以上占める場合

１８円サービス提供加算Ⅰ

処遇改善加算Ⅰ 必要条件を満たす場合 所定費用の１１．１％

入院後３カ月いないに退院が見込まれる
入居者について、退院後も再入居の受入
れ体制を整えていること。

リハビリテーションを実施している医療
提供施設の理学療法士・作業療法士・医
師が施設を訪問し、計画作成担当者と身
体状況等の評価（生活機能アセスメン
ト）を共同して行うこと。

計画作成担当者は生活機能の向上を目的
とした認知症対応型共同介護計画を作成
すること。

生活機能向上連携加算

入院時費用 該当者 ２４６円

加算の種類 加算の要件（概要） 利用者負担額（１日）

初期加算 入居した日から３０日以内の場合 ３０円

　上記は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の暫定に関する基準（平成１８年厚生労働

　省告示第１２６号）又は指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基

　準（平成１８年厚生労働省告示第１２８号）により算定しています。これが改訂された場合は、

　これら基本利用料も自動的に改訂されます。

（２）サービス加算

（１）サービス基本費用

２２，７１０円

２２，８３０円

２３，９１０円

１日あたり

※（注１）

１月あたり

（３０日）
利用者の様介護度

２４，６００円

２５，１１０円

要介護５

７５７円

７６１円

７９７円

８２０円

８３７円

８５４円

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

２５，６２０円

該当者 ２００円/月

特定処遇改善Ⅰ 必要条件を満たす場合 所定費用の３．１％



室　料

光熱費

食材料費

おやつ代

暖房費

おむつ代

送迎費

印刷費

（３）その他の費用

月額　３７，０００円

１日３００円

朝食３００円/食・昼食６００円/食・夕食４８０円/食

サービス提供記録の複写が必要な場合、実費

１日１００円

１日２００円（１１月１日～４月３０日）

施設からおむつの提供を受けた場合、実費

通常事業の実施地域以外への送迎費用として、１Kｍあたり４０円

希望に応じてレクリエーションやクラブ活動に参加した場合、材料費等の実費材料費

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であっても、利用者負担が適
当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回
り品など）について、実費

その他


